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○ 第２回合同WTで検討する範囲は以下のとおりです。

１．第２回合同WTにおける検討範囲

・令和６年度税制改正大綱における扶養控除の見直しに伴う対応は詳細が明らかになり、標準仕様書への影響がある場合は必要に

応じて見直しを検討します。

改定予定時期関連個所見直し契機検討事項No

令和８年１月

２頁制度改正
介護分野におけるDXの推進への対応
（介護情報基盤との連携におけるインタフェース仕様書の改版や
事務内容等を踏まえた対応 等）

１

３～６頁制度改正

令和７年度税制改正大綱（令和6年12月27日閣議決定）における
所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の
引上げ（55万円を65万円に引き上げ）に伴う対応
※ 令和８年度分以後の個人住民税について適用

２

７頁制度改正
高額合算自動償還への対応
（事務内容、国保連合会との連携に関するインタフェース仕様等
の変更に伴う対応）

３

８頁制度改正
介護保険料等における基準額の調整に伴う対応
（令和７年中の老齢基礎年金（満額）の支給額が826,464円となり、
80.9万円を超えることを踏まえた基準の見直し）

４

９～10頁
制度改正

以外
標準化PMOツールや関係省庁、検討会構成員からのご意見・ご
質問等を踏まえた機能の見直しや訂正

５
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２．介護分野におけるDXの推進への対応

○ 検討論点１「介護分野におけるDXの推進への対応」として、令和７年７月16日に公開された「介護情報基盤との連
携におけるインタフェース仕様書（第2.0版）」を踏まえ、以下のとおり標準仕様書を作成しています。

検討中の内容を含む

修正箇所対応内容No

帳票「主治医意見書」は機能・帳票要件_7.認定管理 機能ID 0230701のとおり、標準

仕様書として定めないこととしています。

主治医意見書の情報提供にて主治医意見書を作成した医師等から情報提供に関す

る同意有無をもとに帳票出力等のチェック機能の要件を削除しました。

【該当箇所】

機能・帳票要件_7.認定管理 機能ID 0230803

主治医意見書における主治医意見書

（介護サービスの計画等への利用）同

意項目の削除

１

認定申請時に介護情報基盤を用いた情報提供に関する包括同意への対応として、

以下の認定申請書２帳票において、自由記載に例示している同意に関する文章を見

直す予定です。なお、文章は検討中のため、第２回WT時点では未反映となります。

【該当箇所】

帳票レイアウト_7.認定管理

帳票ID 0230121「認定-01_介護保険 要介護認定・要支援認定／要介護更新認

定・要支援更新認定申請書」

帳票ID 0230122「認定-02_介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書」

介護情報基盤を用いた情報提供に関す

る認定申請時の包括同意への対応
２

※ 「介護情報基盤との連携におけるインタフェース仕様書（第2.0版）」の内容で介護保険システム標準仕様書の機能・帳票要件等に

影響はないが、データ要件・連携要件の内容と齟齬がある箇所については基本データリストの見直しをデジタル庁と調整する予定で

す。

※ 「介護情報基盤との連携におけるインタフェース仕様書（第2.0版）」の更なる見直しが行われ、標準仕様書への影響がある場合は

必要に応じて見直しを検討します。
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３．令和７年度税制改正に伴う対応（1/4）

○ 検討論点２「令和７年度税制改正に伴う対応」は以下のとおりです。

（再掲）第３回検討会「資料２_令和７年度に検討を要する主な論点（事務局案）」より一部編集

税制改正の概要件名No

・物価動向を勘案し最高48万円から10万円（20％程度）引き上げ、最高58万円に。

・低～中所得者の税負担に配慮し、所得階層ごとに控除を最高37万円上乗せ。
基礎控除１

・物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応

・最低保障額を55万円から10万円引上げ、 65万円に。
給与所得控除２

・人手不足の中、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応

・大学生年代（19～22歳）の親向けの特別控除の創設。

・子の給与収入が、150万円以下 →63万円

・子の給与収入が、150万円超 →控除額が段階的に逓減

特定扶養控除の見直し・特別控除の創設等３

○ 検討論点２「令和７年度税制改正大綱に伴う対応」として、令和６年12月27日に閣議決定した「給与所得控除の見直し（55万円の最低保障額を
65万円に引き上げ）」等により、所得要件等の見直しを検討されており、今後の制度所管担当課における検討結果を踏まえて、標準仕様書に影響
がある場合は所要の改定を行う予定です。

【出典】財務省「令和７年度税制改正」（令和７年３月発行）より https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei25.html
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３．令和７年度税制改正に伴う対応（2/4）

介護保険事務システムへの影響件名No

影響なし介護保険料賦課

基礎控除１ 影響なし
高額介護（予防）

サービス費

影響なし補足給付

令和７年10月１日事務連絡「【事務連絡】令和７年度税制改正に伴う介護保険料の標

準段階に係る基準の見直しについて」及び令和７年10月21日事務連絡「令和７年度税

制改正に伴う介護保険料の標準段階に係る基準の見直しについて（その２）及びＱ＆

Ａの送付について」のとおり。

介護保険料賦課

給与所得控除２

影響なし
高額介護（予防）

サービス費

影響なし補足給付

影響なし介護保険料賦課

特定扶養控除の見直し・

特別控除の創設等
３ 影響なし

高額介護（予防）

サービス費

影響なし補足給付

○ 令和７年度税制改正の内容を踏まえた介護保険事務システムへの影響として、所得要件等の見直し等が検討さ

れ、その結果としては以下のとおりとなります。

以上の内容を踏まえ、標準仕様書第5.1版案を作成しています。
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３．令和７年度税制改正に伴う対応（3/4）

修正箇所対応内容No

引上げ額の算出にて必要となる「給与等の収入金額」、及び引上げ後の合計所得金額を機

能・帳票要件_1.介護保険共通に以下のとおり追加しました。

【対応箇所・内容】

○機能・帳票要件_1.介護保険共通 機能ID 0230125

→管理項目「給与収入額」を追加

※なお、管理項目の名称は、個人住民税_基本データリストのデータ項目に合わせて「給与

収入額」としています。

○機能・帳票要件_1.介護保険共通 機能ID 0231433

→管理項目「合計所得金額（引上げ額加算後）」を追加

合計所得金額の判定

給与等の収入金額が55万千円以上190万円未満

である第１号被保険者の合計所得金額（令第22

条の２第４項第１号及び令第38条第１項第６号イ

に規定）について、改正前の令に基づき算定した

合計所得金額に引上げ額を加算した額を用いる

こととする。

１

＜修正箇所＞機能・帳票要件_1.介護保険共通 機能ID 0230125、0231433

○ 令和７年度税制改正において、「給与所得控除」について最低保障額が現行の55万円から65万円に10万円引き上げられることを受け、
介護保険の第１号保険料においては、市町村民税課税の有無や合計所得金額等を標準段階の所得基準として用いているが、給与所
得控除の見直しによる影響を遮断することとされました。当内容を踏まえ、標準仕様書第5.1版案として、以下のとおり見直しました。
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３．令和７年度税制改正に伴う対応（4/4）

修正箇所対応内容No

・市町村民税の課税・非課税の判定に際して必要となる項目について、「給与等の収入金額」

はNo.1のとおり対応し、介護保険制度上で令和８年度市町村民税課税である否かを管理する

項目を以下のとおり機能・帳票要件に追加しました。

【対応箇所・内容】

○機能・帳票要件_1.介護保険共通 機能ID 0231433

→管理項目「課税非課税区分（みなし後）」を追加

・「障害、寡婦、一人親、未成年該当」、「扶養人数」、「同一生計配偶者の有無（人数）」につい

ては、機能ID 0230125、0231433にて「管理項目は、機能別連携仕様（介護保険）に定めると

おりとする。」としていることから機能要件として定めないと整理しています。

・市町村民税の非課税基準額に関する「基本額」及び「加算額」は被保険者によって異なる情

報ではないため、管理項目への追加は行わない整理としています。

※修正箇所はNo.1の＜修正箇所＞を参照ください。

市町村民税の課税・非課税の判定

令和７年度見直しの影響により市町村民税課税

の有無が変わりうる第１号被保険者及び世帯内

に当該課税有無が変わりうる者がある第１号被

保険者については、介護保険の第１号保険料の

標準段階の判定に当たって、市町村民税世帯非

課税者及び本人非課税者の判定を行う際に、令

和７年度見直し前の給与所得控除の算定方法を

用いた判定となるように措置を行う。

２

※1 各判定の詳細に関しては、令和７年10月１日事務連絡「令和７年度税制改正に伴う介護保険料の標準段階に係る基準の見直しについて」及び
令和７年10月21日事務連絡「令和７年度税制改正に伴う介護保険料の標準段階に係る基準の見直しについて(その２）及びQ&Aの送付につい
て」を参照ください。

※2 「合計所得金額の判定」および「市町村民税の課税・非課税の判定」を用いて介護保険料の算定を行うため、保険料賦課の納入通知書等(＊）
における印字項目「保険料段階の算出根拠」の「本人課税区分」「合計所得金額」に対し、補足説明等の印字を行うよう見直す予定です。詳細は
検討中のため、第２回WT時点では未反映であり、決まりましたら改定案をお示しします。
＊：対象となる帳票は保険料賦課01～04、13、14の６帳票を見込んでいます。

※3 住所地特例制度の対象者や転入者などについては適用しないとされているため、帳票レイアウトの共通-01「住民税の課税状況について」およ
び共通-01-2「住民税の課税状況について」に管理項目の追加に伴うレイアウト変更は対象外としています。

※4 令和７年度税制改正に伴う対応による管理項目の追加等を踏まえ、データ要件・連携要件の見直しをデジタル庁と調整する予定です。
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４．高額合算自動償還への対応

○ 検討論点３「高額合算自動償還への対応」は現在の状況を踏まえ、令和８年度以降の検討とします。

・第5.0版にて帳票ID 0230187「給付-44_高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に「継続支給意思確
認」を追加しています。

・標準仕様書の高額医療合算介護（予防）サービス費における管理項目は、国保連合会とのインターフェースに準拠することとしているため、 「継
続支給意思確認」等の項目追加において項目単位での見直しは必要としません。

・継続支給を希望する対象者における申請手続を不要とする機能については、機能ID 0231446にて要件を定めており、新たな機能要件の追加や
規定済の機能要件の修正等を行う必要はないと考えます。

・データ要件・連携要件においても、外部システムのインタフェース仕様に定められているものは規定されていないため、影響はありません。

・今後提示される高額医療合算介護（予防）サービス費に関する介護保険システムと国保連合会とのインタフェース仕様や業務フロー等の変更内
容で、前述の内容以外の変更が行われた場合、示された後に標準仕様書への影響がある場合は必要に応じて見直しを検討します。

【再掲】介護保険システム等標準化検討会（第２回）令和７年８月８日【資料３】より
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５．介護保険料等における基準額の調整に伴う対応

【出典】第126回社会保障審議会介護保険部会（令和７年10月９日）

     「資料３ 介護保険料等における基準額の調整」より

第5.1版案の概要検討論点

介護保険システム標準仕様書では、高額介護（予防）サ
ービス費の支給に関する基準額の記載は行っていない
ため、影響なしとなります。
補足給付の支給並びに食費及び居住費の負担限度額
の設定に係る所得区分について、機能・帳票要件、及び、
帳票レイアウトに記載があるため、見直しました。
【対応箇所】

機能・帳票要件_6.受給者管理 機能ID 0230529
帳票レイアウト_6.受給者管理

帳票ID 0230076 08.介護保険負担限度額認定申請書
帳票ID 0230077 09.介護保険特定負担限度額認定申

請書（特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関
する認定申請）

「介護保険料等
における基準額
の調整に伴う対
応」として、令和６
年と同様、令和７
年の老齢基礎年
金（満額）の支給
額が826,464円と
なり、80.9万円を
超えることから、
標準仕様書にお
ける必要な改定
を行う。

＜修正箇所＞機能・帳票要件_6.受給者管理 機能ID 0230529

標準仕様書【第5.0版】の改定内容と同様に、
項目の名称等にある「非課税80.９万以下」
を「非課税82.65万以下」へ変更しました。
また、項目の名称等の読み替えについて、
「非課税80万以下」と「非課税80.9万以
下」の両方を考慮するように見直しました。

○ 検討論点４「介護保険料等における基準額の調整に伴う対応」は以下のとおりです。

（令和７年の老齢基礎年金（満額）の支給額が826,464円となり、80.9万円を超えること）
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６．標準化PMOツール等からのご意見・ご質問等を踏まえた機能の見直し（1/2）

第5.1版案の概要ご意見・ご質問の内容No

ご意見を踏まえ、一覧形式での帳票を出力できる機能を以下のとおり追

加しました。また、機能ID 0230703に定める主治医意見書に関連する帳票

を同時出力する機能に追加する一覧形式の帳票も対象となることを追記

しました。

【対応箇所】

機能・帳票要件_7.認定管理 機能ID 0231468、0230703

帳票詳細要件_7.認定管理 帳票ID 0230226、0230227

帳票レイアウト_7.認定管理

帳票ID 0230226 29.介護保険 主治医意見書作成料請求について

帳票ID 0230227 30.介護保険 主治医意見書作成料請求書（一覧）

機能ID0230702「介護保険 主治医意見書作成料請求書」を
出力できること。■帳票詳細要件 シート：認定-07■について、
本市では、医療機関ごとの主治医意見書作成手数料請求書
と合わせて、対象者を一覧にした主治医意見書作成手数料明
細書を使用し、印刷枚数を削減することで業務の効率化を図
っています。一人一枚の仕様は、印刷枚数の増加に伴い、郵
送経費の増加や事務が煩雑となるだけでなく、誤封入のリス
クが高まるため、帳票の仕様に一覧形式も追加し、選択でき
るようにしていただくよう要望いたします。

※上記以外に同意見が複数あり。
１

＜修正箇所＞機能・帳票要件_7.認定管理 機能ID 0231468、0230703

追加した帳票詳細要件と帳票レイアウトについて、別添の介護保険システム標準仕様書【第5.1版】（案）をご確認ください。

２つの帳票を出力する
機能を追加しました。
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６．標準化PMOツール等からのご意見・ご質問等を踏まえた機能の見直し（2/2）

第5.0版案の概要ご意見・ご質問の内容No

ご意見を踏まえ、機能別連携仕様（介護保険）の連携ID 

023o002、023o003に「氏名」が定められていないため、機

能・帳票要件_1.介護保険共通の機能ID 0230016の※2に

記載している例示項目から「氏名」を削除しました。

【対応箇所】

機能・帳票要件_1.介護保険共通 機能ID 0230016

標準仕様書（介護保険）機能ID：0230016の記載内容について
機能ID:0230016には「※2 抽出する情報としては、賦課期日時点での被保険者
資格を有する者とその世帯員の情報（宛名番号、氏名等）」と記載があります。
しかしながら、連携ID：023o002、023o003には連携項目に「氏名」はありません。
また、本人の情報か世帯員の情報かを区別するための情報もありません。
※２の記載は「※2 抽出する情報としては、賦課期日時点での被保険者資格を
有する者の情報（宛名番号等）」と読み替えてもよいでしょうか。

２ ＜修正箇所＞機能・帳票要件_1.介護保険共通 機能ID 0230016

ご意見を踏まえ、機能・帳票要件_7.認定管理の機能ID 

0231462に「※2 一括出力もできること」を追加しました。

【対応箇所】

機能・帳票要件_7.認定管理 機能ID 0231462

【要望】機能要件の付記修正について
■機能・帳票要件(介護保険)【第5.0版】：機能ID 0231462
機能要件として、以下の付記修正をご検討いただけないでしょうか。
修正前 「※情報提供先となる事業者や医師等の単位で出力できること」
修正後 「※1 一括出力もできること

※2 情報提供先となる事業者や医師等の単位で出力できること」
【理由】
今回第5.0版において、新規機能として追加されていますが、機能ID 0231459、
機能ID 0231460と同様に、事業者(医療機関)または医師等の単位で複数通知先
分の一括出力の機能があることが望ましいと思われます。

３

＜修正箇所＞機能・帳票要件_7.認定管理 機能ID 0231462

例示している「氏名」を削除しました。

「※2 一括出力もできること」を追加しました。


